
問い合わせ先

岐阜県健康福祉部生活衛生課
住 所：岐阜市薮田南２－１－１
ＴＥＬ：０５８－２７２－８２８４
ＦＡＸ：０５８－２７８－２６２７

Ｅ-mail： c11222@pref.gｉｆu.lg.jp

岐阜県では、食卓の安全・安心につながる様々な情報や、
岐阜県の取組み、イベント情報を、直接お届けするメールマ
ガジンを配信しています。配信は随時で、登録は無料です。
ぜひ、ご登録ください。

② Eメール
Eメールに「メルマガ希望」と記入して、
生活衛生課に送信してください。

登録方法

③ 書面
メールアドレスを記入した書面（裏面様式例）を、郵便又は
ＦＡＸで、生活衛生課に送ってください。
※書面による場合は、誤送信防止のため、正確に記入をお願いします。

例：「１(数字)」と「ｌ（エル）」の違いなど

ぎふ食卓の安全・安心
メールマガジン登録募集

① オンライン登録
右のQRコードから登録フォームにアクセスし、
メールアドレスを入力してください。



岐阜県健康福祉部生活衛生課 行き

（ＦＡＸ：０５８－２７８－２６２７）

メールマガジン配信希望

ＦＡＸ送信

メールアドレス

※書面による場合は、誤送信防止のため、正確に記入をお願いします。

例：「１(数字)」と「ｌ（エル）」の違いなど

メールマガジン（例）

食品の安全に関するさまざまな

情報をメールで随時お届けします。

ぜひ、ご登録をお願いします。

・「ぎふ食卓の安全・安心メールマガジン（R3.12.16）」 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

┏┏┏┏                        ┏ 

┏┏┏   ぎふ食卓の安全・安心メールマガジン    ┏┏ 

┏┏    第１５２号 令和３年１２月１６日    ┏┏┏ 

┏                        ┏┏┏┏ 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

┏━┓ 

┃１┃ノロウイルス食中毒注意報の発表について【注意報発表】 

┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 本日、岐阜県はノロウイルス食中毒注意報を発表しましたので、お知らせします。 

例年、冬季にはノロウイルスを原因とする食中毒が多発する傾向があります。 

今年も１２月に入り、ノロウイルスによる患者を多く含む「感染性胃腸炎」の患者報告数が増加 

しています。手洗いの徹底と、食品の取扱いに十分注意し、ノロウイルス食中毒を予防しましょう。 

 

〇予防のポイント 

（１） 手洗いを徹底しましょう。 

食事前、トイレの後、調理前後には、石けんで手をよく洗い、流水で十分に流しましょう。 

（２） 食品を十分に加熱しましょう。 

中心温度８５℃～９０℃で９０秒間以上加熱しましょう。 

（３） 調理器具類を十分に洗浄消毒しましょう。 

まな板、包丁、食器、ふきんなどは使用後すぐに洗いましょう。 

熱湯による加熱消毒や塩素消毒も有効です。 

（４） 調理する方は体調管理を徹底しましょう。 

下痢などの症状がある時は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。 

（５） 嘔吐物は適切に処理しましょう。 

患者の便や嘔吐物は、ノロウイルスが大量に含まれています。処理する際は、マスクや手袋 

をつけて行いましょう。 


